
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について(第１２４報) 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

    

 

  

(1) 部活動の取扱いについて   別紙１のとおり 

(学校教育部学校教育課) 

 

記 者 提 供 資 料 

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日 

危 機 管 理 課 ( 担 当 ： 西 垣 ) 

電話 559-5057(直通) 内線 2320 



別紙１ 

 

部活動の取扱いについて 

 

８月２６日、兵庫県において県立学校の部活動の取扱いが「８月３０日(月)～９月１２日(日)

（緊急事態宣言の終期）まで原則休止する」と変更されたのを受け、三田市立中学校の部活動に

ついて、下記のとおり変更します。 

 

 

（変更内容） 

【変更前】 

８月２７日(金)から９月５日(日)までは、実施しない。ただし、公式試合への出場は除く。 

【変更後】 

８月２７日(金)から９月１２日(日)までは、実施しない。ただし、公式試合への出場は除く。 

 

 

 

 

 

学校教育部学校教育課（担当：山本） 

直通：559-5136(内線6210) 


